
令 和 5 年 第 2 回

さくら市議会定例会議案書
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付 議 事 件
第 2 回定例会

番号 事 件 名 提案者 ﾍﾟｰｼﾞ

1 さくら市税条例の一部改正について 市 長 P 5

2
さくら市国民健康保険税条例及びさくら市介護保

険条例の一部改正について
〃 P 9

3
さくら市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る条例の一部改正について
〃 P11

4

さくら市特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営

に関する条例の一部改正について

〃 P14

5
さくら市放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する条例の一部改正について
〃 P15

6
さくら市新型コロナウイルス感染症対策基金条例

の廃止について
〃 P18

7 令和 5 年度さくら市一般会計補正予算(第 4 号) 〃 P19

8 権利の放棄について 〃 P40

9

栃木県市町村総合事務組合を組織する地方公共団

体の数の減少及び栃木県市町村総合事務組合規約

の変更について

〃 P41

10
佐野地区衛生施設組合が栃木県市町村総合事務組

合から脱退することに伴う財産処分について
〃 P42

11 さくら市教育委員会教育長の任命同意について 〃 P44

12 さくら市教育委員会委員の任命同意について 〃 P45

13 さくら市農業委員会委員の任命同意について 〃 P46

14 さくら市農業委員会委員の任命同意について 〃 P47

15 さくら市農業委員会委員の任命同意について 〃 P48

16 さくら市農業委員会委員の任命同意について 〃 P49
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番号 事 件 名 提案者 ﾍﾟｰｼﾞ

17 さくら市農業委員会委員の任命同意について 市 長 P50

18 さくら市農業委員会委員の任命同意について 〃 P51

19 さくら市農業委員会委員の任命同意について 〃 P52

20 さくら市農業委員会委員の任命同意について 〃 P53

21 さくら市農業委員会委員の任命同意について 〃 P54

22 さくら市農業委員会委員の任命同意について 〃 P55

23 さくら市農業委員会委員の任命同意について 〃 P56

24 さくら市農業委員会委員の任命同意について 〃 P57

25 さくら市農業委員会委員の任命同意について 〃 P58

26 さくら市農業委員会委員の任命同意について 〃 P59

27 さくら市農業委員会委員の任命同意について 〃 P60

28 さくら市農業委員会委員の任命同意について 〃 P61

29 さくら市農業委員会委員の任命同意について 〃 P62

30 さくら市農業委員会委員の任命同意について 〃 P63

31 さくら市農業委員会委員の任命同意について 〃 P64

報告

1

令和 4 年度さくら市一般会計繰越明許費繰越計算

書の報告について
〃 P65

報告

2

令和 4 年度さくら市水道事業会計予算繰越計算書

の報告について
〃 P67

報告

3

令和 4 年度さくら市下水道事業会計予算繰越計算

書の報告について
〃 P69
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番号 事 件 名 提案者 ﾍﾟｰｼﾞ

諮問

１
人権擁護委員候補者の推薦について 市 長 P71
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議案第 1 号

さくら市税条例の一部を改正する条例について

さくら市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和 5 年 5 月 31 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

さくら市条例第 号

さくら市税条例の一部を改正する条例

さくら市税条例（平成17年さくら市条例第62号）の一部を次のように

改正する。

第 34 条の 9 第 2 項中「又は」の次に「当該控除することができなかっ

た金額のうち法第 314 条の 9 第 2 項後段に規定する還付をすべき金額に

より」を加え、「の同項の」を「の前項の」に、「若しくは市民税に充当

し」を「、個人の市民税若しくは森林環境税を納付し、若しくは納入し」

に、「に充当する」を「を納付し、若しくは納入する」に改める。

第 36 条の 3 の 2 第 5 項中「第 3 項」を「第 4 項」に改め、同項を同条

第 6 項とし、同条第 4 項中「第 2 項」を「第 3 項」に改め、同項を同条

第 5 項とし、同条第 3 項中「前 2 項」を「第 1 項及び前項」に改め、同

項を同条第 4 項とし、同条第 2 項中「前項」を「第 1 項」に改め、同項

を同条第 3 項とし、同条第 1 項の次に次の 1 項を加える。

2 前項又は法第 317 条の 3 の 2 第 1 項の規定による申告書を給与支払者

を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がそ

の年の前年において当該給与支払者を経由して提出した前項又は法第
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317 条の 3 の 2 第 1 項の規定による申告書（その者が当該前年の中途

において次項の規定による申告書を当該給与支払者を経由して提出し

た場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による申告書）に

記載した事項と異動がないときは、給与所得者は、施行規則で定める

ところにより、前項又は法第 317 条の 3 の 2 第 1 項の規定により記載

すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第 317 条

の 3 の 2 第 1 項の規定による申告書を提出することができる。

第 38 条の見出し中「方法」を「方法等」に改め、同条第 1 項中「によっ

て」を「により」に改め、同条に次の 1 項を加える。

3 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦課し、及び徴収する場

合に併せて賦課し、及び徴収する。

第 41 条中「及び」を「、個人の」に、「の合算額」を「及び森林環境

税額の合算額」に、「によって」を「により」に改める。

第 44 条第 1 項中「によって」を「により」に、「においては」を「に

は」に改め、「均等割額」の次に「（これと併せて賦課徴収を行う森林環

境税額を含む。次項及び第 5 項において同じ。）」を加え、同条第 2 項中

「においては」を「には」に、「によって」を「により」に改め、同条第

3 項、第 5 項及び第 6 項中「によって」を「により」に改める。

第 47 条第 1 項中「によって」を「により」に、「においては」を「に

は」に改め、同条第 2 項中「通知によって」を「通知により」に、「第

17 条の 2 の規定によって」を「第 17 条の 2 の 2 第 1 項第 2 号に規定す

る市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第 3 項、第 6 項及び第 7

項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤

納金により」に、「に充当する」を「を納付し、又は納入することを委託

したものとみなす」に改める。

第 47 条の 2 第 1 項中「によって徴収することが」を「により徴収する

ことが」に、「である場合においては」を「である場合には」に改め、「及

び均等割額」の次に「（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。

以下この条及び第 47 条の 5 において同じ。）」を加え、「によって徴収す

る場合においては」を「により徴収する場合には」に、「によって徴収す

る。」を「により徴収する。」に改め、同項第 2 号及び同条第 2 項中「に

よって」を「により」に改める。

第 47 条の 6 第 1 項中「によって」を「により」に、「においては」を

「には」に改め、同条第 2 項中「方法によって」を「方法により」に、
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「第 17 条の 2 の規定によって」を「第 17 条の 2 の 2 第 1 項第 2 号に規

定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第 3 項、第 6 項及び

第 7 項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係

過誤納金により」に、「に充当する」を「を納付し、又は納入することを

委託したものとみなす」に改める。

第 82 条第 1 号エ中「及び」を「、」に改め、「3 輪のもの」の次に「及

び道路運送車両の保安基準（昭和 26 年運輸省令第 67 号）第 1 条第 1 項

第 13 号の 6 に規定する特定小型原動機付自転車」を加える。

附則第 10 条の 2 に次の 1 項を加える。

27 法附則第 15 条の 9 の 3 第 1 項に規定する市町村の条例で定める割合

は、3 分の 1 とする。

附則第 15 条の 2 第 4 項及び附則第 16 条の 2 第 3 項中「100 分の 10」

を「100 分の 35」に改める。

附 則

（施行期日）

第 1 条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第 82 条第 1 号エの改正規定及び附則第 4 条第 1 項の規定（この

条例による改正後のさくら市税条例（以下「新条例」という。）附則

第 16 条の 2 第 3 項に係る部分を除く。） 令和 5 年 7 月 1 日

(2) 第 34 条の 9 第 2 項並びに第 38 条の見出し及び同条第 1 項の改正

規定、同条に 1 項を加える改正規定並びに第 41 条、第 44 条、第 47

条、第 47 条の 2 及び第 47 条の 6 の改正規定並びに附則第 15 条の 2

の改正規定及び附則第 16 条の 2 第 3 項の改正規定並びに次条第 1

項並びに附則第 4 条第 1 項（新条例附則第 16 条の 2 第 3 項に係る部

分に限る。）及び第 3 項の規定 令和 6 年 1 月 1 日

(3) 第 36 条の 3 の 2 の改正規定及び次条第 2 項の規定 令和 7 年 1

月 1 日

（市民税に関する経過措置）

第 2 条 前条第 2 号に掲げる規定による改正後のさくら市税条例の規定

中個人の市民税に関する部分は、令和 6 年度以後の年度分の個人の市

民税について適用し、令和 5 年度分までの個人の市民税については、

なお従前の例による。

2 新条例第 36 条の 3 の 2 第 2 項の規定は、令和 7 年 1 月 1 日以後に支
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払を受けるべきさくら市税条例第 36 条の 3 の 2 第 1 項に規定する給与

（以下この項において「給与」という。）について提出する同条第 1

項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給

与について提出した同項の規定による申告書については、なお従前の

例による。

（固定資産税に関する経過措置）

第 3 条 新条例附則第 10 条の 2 第 27 項の規定は、令和 5 年度以後の年

度分の固定資産税について適用し、令和 4 年度分までの固定資産税に

ついては、なお従前の例による。

（軽自動車税に関する経過措置）

第 4 条 新条例第 82 条第 1 号エ及び附則第 16 条の 2 第 3 項の規定は、

令和 6 年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和

5 年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

2 新条例附則第 15 条の 2 第 4 項の規定は、附則第 1 条第 2 号に掲げる

規定の施行の日以後に取得された 3 輪以上の軽自動車に対して課すべ

き軽自動車税の環境性能割について適用し、同日前に取得された 3 輪

以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、

なお従前の例による。
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議案第2号

さくら市国民健康保険税条例及びさくら市介護保険条例の

一部改正について

さくら市国民健康保険税条例及びさくら市介護保険条例の一部を改正

する条例を次のように定める。

令和 5 年 5 月 31 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

さくら市条例第 号

さくら市国民健康保険税条例及びさくら市介護保険条例の

一部を改正する条例

（さくら市国民健康保険税条例の一部改正）

第1条 さくら市国民健康保険税条例（平成17年さくら市条例第65号）の

一部を次のように改正する。

附則第22項中「令和2年2月1日から令和5年3月31日」を「令和4年度

分の国民健康保険税であって、令和5年4月1日から令和6年3月31日」に

改め、「（特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払

日）」及び「（被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第9条第

1項の規定による届出がなかったため令和2年2月1日以降に納期限が到

来することとなった国民健康保険税であって、当該届出が被保険者の

資格を取得した日から14日以内にあったならば同年2月1日前に納期限

が到来すべきものを除く。）」を削る。

（さくら市介護保険条例の一部改正）
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第2条 さくら市介護保険条例（平成17年さくら市条例第122号）の一部

を次のように改正する。

附則第19項中「令和2年2月1日から令和5年3月31日」を「令和4年度

分の保険料であって、令和5年4月1日から令和6年3月31日」に改め、「（特

別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日）」及び「（第

1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定

による届出がなかったため令和2年2月1日以降に納期限が到来すること

となった保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した

日から14日以内にあったならば同年2月1日前に納期限が到来すべきも

のを除く。）」を削る。

附 則

（施行期日）

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後のさくら市国民健康保険税

条例及びさくら市介護保険条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

（経過措置）

2 この条例による改正後のさくら市国民健康保険税条例及びさくら市介

護保険条例の規定は、令和4年度分の国民健康保険税及び保険料であっ

て、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に納期限が到来する国

民健康保険税及び保険料について適用し、令和2年2月1日から令和5年3

月31日までの間に納期限（特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象

年金給付の支払日）が到来する国民健康保険税及び保険料については、

なお従前の例による。
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議案第3号

さくら市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する条例の

一部改正について

さくら市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する条例の一部を改正

する条例を次のように定める。

令和 5 年 5 月 31 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

さくら市条例第 号

さくら市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する条例の

一部を改正する条例

さくら市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する条例（平成26年さ

くら市条例第22号）の一部を次のように改正する。

第 2 条第 1 項中「次条第 1 項」の次に「、第 3 条の 3 第 2 項」を加え、

「第 3 項まで」の次に「並びに附則第 3 項」を加え、「及び、」を「及び」

に改め、「保育所」の次に「（子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第

65 号）第 7 条第 4 項に規定する保育所をいう。以下同じ。）」を加え、

「幼稚園」の次に「（同項に規定する幼稚園をいう。以下同じ。）」を加え、

「認定こども園」の次に「同項に規定する認定こども園をいう。以下同

じ。）」を加え、同条第 5 項第 1 号中「（平成 24 年法律第 65 号）」を削る。

第 3 条の次に次の 2 条を加える。

（安全計画の策定等）

第 3 条の 2 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るた
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め、家庭的保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安

全点検、職員、利用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含

めた家庭的保育事業所等での生活その他の日常生活における安全に関

する指導、職員の研修及び訓練その他家庭的保育事業所等における安

全に関する事項についての計画（以下この条において「安全計画」と

いう。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければな

らない。

2 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するとと

もに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との

連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等

について周知しなければならない。

4 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応

じて安全計画の変更を行うものとする。

（自動車を運行する場合の所在の確認）

第 3 条の 3 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での活動、

取組等のための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行

するときは、利用乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳

幼児の所在を確実に把握することができる方法により、利用乳幼児の

所在を確認しなければならない。

2 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業者を除く。）は、利用乳幼

児の送迎を目的とした自動車（運転者席及びこれと並列の座席並びに

これらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しない

ものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落と

しのおそれが少ないと認められるものを除く。）を日常的に運行する

ときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを

防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認（利用乳

幼児の降車の際に限る。）を行わなければならない。

第 6 条中「設置するときは、」の次に「その行う保育に支障がない場

合に限り」を加え、同条ただし書を削る。

第 9 条を次のように改める。

第 9 条 削除

第 10 条第 2 項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及

び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及び
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まん延の防止のための訓練を定期的に実施する」に改める。

附 則

（施行期日）

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後のさくら市家庭的保育事業

等の設備及び運営に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

（経過措置）

2 改正後のさくら市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する条例第3

条の3第2項の規定の適用については、家庭的保育事業者等において利

用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、

当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の利用乳幼児の見落

としを防止する装置（以下この項において「ブザー等」という。）を

備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令

和6年3月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができ

る。この場合において、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常

的に運行する家庭的保育事業者等は、ブザー等の設置に代わる措置を

講じて利用乳幼児の所在の確認を行わなければならない。
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議案第4号

さくら市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並び

に特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する条例の一

部改正について

さくら市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ど

も・子育て支援施設等の運営に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように定める。

令和 5 年 5 月 31 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

さくら市条例第 号

さくら市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並び

に特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する条例の一

部を改正する条例

さくら市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ど

も・子育て支援施設等の運営に関する条例（平成26年さくら市条例第23

号）の一部を次のように改正する。

第 25 条を次のように改める。

第 25 条 削除

附 則

この条例は、公布の日から施行し、改正後のさくら市特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運

営に関する条例の規定は、令和 5 年 4 月 1 日から適用する。

-14-



議案第5号

さくら市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

条例の一部改正について

さくら市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する条例の一部

を改正する条例を次のように定める。

令和 5 年 5 月 31 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

さくら市条例第 号

さくら市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

条例の一部を改正する条例

さくら市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する条例（平成

26年さくら市条例第24号）の一部を次のように改正する。

第 2 条の次に次の 2 条を加える。

（安全計画の策定等）

第 2 条の 2 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を図る

ため、放課後児童健全育成事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事

業所の設備の安全点検、職員、利用者等に対する事業所外での活動、

取組等を含めた放課後児童健全育成事業所での生活その他の日常生活

における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他放課後児童健

全育成事業所における安全に関する事項についての計画（以下この条

において「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従い必要

な措置を講じなければならない。
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2 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について周知す

るとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者と

の連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容

等について周知しなければならない。

4 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必

要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

（自動車を運行する場合の所在の確認）

第 2 条の 3 放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外での活動、

取組等のための移動その他の利用者の移動のために自動車を運行する

ときは、利用者の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用者の所在を

確実に把握することができる方法により、利用者の所在を確認しなけ

ればならない。

第 8 条の次に次の 1 条を加える。

（業務継続計画の策定等）

第 8 条の 2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所

ごとに、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の

提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開

を図るための計画（以下この条において「業務継続計画」という。）

を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画について周

知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めな

ければならない。

3 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、

必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。

第 9 条第 2 項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及

び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及び

まん延の防止のための訓練を定期的に実施する」に改める。

附 則

（施行期日）

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後のさくら市放課後児童健全

育成事業の設備及び運営に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適

用する。
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（経過措置）

2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、改正後のさくら市

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する条例第2条の2の規定

の運用については、同条第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずる

よう努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実

施するよう努めなければ」と、同条第3項中「周知しなければ」とある

のは「周知するよう努めなければ」とする。
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議案 第 6 号

さ く ら 市 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症対 策基金 条例 の

廃 止に ついて

さくら市 新型 コロナウイルス感 染症対 策基 金条 例を廃止する条

例を 次の ように 定め る。

令和 5 年 5 月 31 日 提 出

さ く ら 市 長 뤷 塚 隆 志

さく ら市 条例第 号

さ くら市 新型 コロ ナウイ ルス 感染 症対策 基金 条例を

廃 止する 条例

さ くら 市新型 コロ ナウ イルス 感染 症対 策基金 条例（令 和 2 年 さ

く ら 市 条 例 第 13 号 ） は 、 廃 止 す る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の日 から施 行す る。
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議案第 7 号

令和 5 年度さくら市一般会計補正予算（第 4 号）

令和 5 年度さくら市の一般会計の補正予算（第 4 号）は、次に定める

ところによる ｡

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 2,770 万 7 千

円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 212 億 5,062 万

9 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 既定の債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」

による。

（地方債の補正）

第 3 条 既定の地方債の変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 5 年 5 月 31 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正

追 加 (単 位 ： 千 円 )

事 項 期 間 限 度 額

都 市 公 園 施 設 更 新 工 事（ 勝 山

パ ー ク ブ リ ッ ジ ）

令 和 5 年 度 か ら

令 和 6 年 度 ま で
6 6 , 0 0 0
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第3表　地方債補正

変　更 （単位：千円）

限 度 額
起 債 の
方 法

利 率 償 還の 方法 限 度 額
起 債 の
方 法

利 率 償 還 の 方 法

千円 千円

28,200 30,700

都市公園施設整備
事業費

106,900 同　　上 同　　上 同　　　上 81,700 同　　上 同　　上 同　　　上

補　　　　　　正　　　　　　前 補　　　　　　正　　　　　　後
起債の目的

保育施設整備事
業費

普通貸借
又　　は
証券発行

　4.0%以
内（ただ
し、利率
見直し方
式で借り
入れる資
金につい
て、利率
の見直し
を行った
後におい
ては当該
見直し後
の利率と
する。）

　政府資金に
ついては、そ
の融資条件に
より、銀行そ
の他の場合に
はその債権者
と協定するも
のによる。た
だし、市財政
の都合により
据置期間及び
償還期限を延
長し、短縮
し、若しくは
繰上償還、又
は借換えする
ことができ
る。

補正前
に同じ

補正前
に同じ

補正前
に同じ
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令和5年度さくら市一般会計補正予算
（第4号）に関する説明書
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（単位：千円）

国・県 地方債 その他

5-都市公園施設更新
工事（勝山パークブ
リッジ）

66,000
令和5年度
令和6年度

66,000 28,000 25,200 12,800

事　　　　　項 限 度 額

期　間 金　額 期　間 金　額
一　般
財　源

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

前年度末まで
の支出見込額

当該年度以降
の支出予定額

左の財源内訳

特　定　財　源
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（単位：千円）

起債見込額 元金償還見込額

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ａ＋Ｂ－Ｃ）

１　普　通　債 13,575,238 12,949,997 1,564,800 1,673,520 12,841,277

（１）総務 6,117,263 5,755,553 200,000 593,909 5,361,644

（２）民生 321,562 288,000 30,700 59,014 259,686

（３）衛生 325,596 297,808 2,300 28,480 271,628

（４）農林水産 539,004 495,330 52,600 65,709 482,221

（５）商工 90,410 80,410 47,400 8,820 118,990

（６）土木 2,575,521 2,482,272 741,200 438,385 2,785,087

（７）消防 567,784 505,196 401,000 73,682 832,514

（８）教育 3,038,098 3,045,428 89,600 405,521 2,729,507

２　災害復旧費 88,993 76,683 0 16,480 60,203

（１）公共土木施設 40,768 38,566 0 5,373 33,193

（２）農林水産業施設 48,225 38,117 0 11,107 27,010

（３）その他公共施設 0 0 0 0 0

合　　　計 13,664,231 13,026,680 1,564,800 1,690,000 12,901,480

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

当該年度中増減見込額

区　　　分

前々年度末
現在高

前年度末
現在高見込額

当該年度末
現在高見込額
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議案第 8 号

権利の放棄について

下記のとおり権利を放棄したいので、地方自治法（昭和 22 年法律第 67

号）第 96 条第 1 項第 10 号の規定により、議会の議決を求める。

記

1 放棄する権利の内容

市営住宅使用料に係る債権 127,200 円（令和元年 8 月分から令和 2

年 3 月分）

市営住宅駐車場使用料に係る債権 8,000 円（令和元年 6 月から 8 月

分及び 10 月分）

債権額計 135,200 円

2 放棄する権利の相手方

栃木県さくら市

個人 1 名

3 放棄の理由

裁判所が破産法（平成 16 年法律第 75 号）第 253 条第 1 項に基づく免

責決定が確定したことから、回収が不可能な債権を放棄するもの。

令和 5 年 5 月 31 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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議案第 9 号

栃木県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の

減少及び栃木県市町村総合事務組合規約の変更について

佐野地区衛生施設組合が解散することに伴い、地方自治法（昭和 22 年

法律第 67 号）第 286 条第 1 項の規定により、令和 5 年 10 月 1 日から栃

木県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数を減少し、栃木県

市町村総合事務組合規約を次のとおり変更する。

令和 5 年 5 月 31 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

栃木県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約

栃木県市町村総合事務組合規約（平成 18 年栃木県指令市町村第 1212

号）の一部を次のように改正する。

別表第 1 及び別表第 2 中「那須地区広域行政事務組合 佐野地区衛生

施設組合」を「那須地区広域行政事務組合」に改める。

附 則

この規約は、令和 5 年 10 月 1 日から施行する。
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議案第 10 号

佐野地区衛生施設組合が栃木県市町村総合事務組合から脱

退することに伴う財産処分について

佐野地区衛生施設組合が栃木県市町村総合事務組合から脱退すること

に伴う退職手当支給事務にかかる財産処分について、地方自治法（昭和

22 年法律第 67 号）第 289 条の規定により、別紙のとおり関係地方公共

団体と協議のうえ定めるものとする。

令和 5 年 5 月 31 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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別紙

佐野地区衛生施設組合が栃木県市町村総合事務組合から脱

退することに伴う財産処分に関する協議書

令和 5 年 9 月 30 日をもって佐野地区衛生施設組合が栃木県市町村総

合事務組合から脱退するため、栃木県市町村総合事務組合の共同処理す

る事務のうち退職手当支給事務にかかる財産処分について、地方自治法

（昭和 22 年法律第 67 号）第 289 条の規定により、下記のとおり定め

る。

記

栃木県市町村総合事務組合は、栃木県市町村総合事務組合負担金等条

例（平成 18 年組合条例第 21 号）第 10 条第１項の規定により、佐野地

区衛生施設組合が、栃木県市町村総合事務組合において退職手当支給事

務を共同処理することとなった日から当該事務を共同処理しないことと

なった日までの間に納付した一般負担金、特別負担金及び納付金の総額

と、事務費に相当する金額として一般負担金の算定の基礎となった給料

月額の総額に を乗じて得た額に相当する額及び当該期間に支給し

た退職手当の総額の合計額との差額を佐野地区衛生施設組合に還付する

ものとする。

令和 年 月 日

さくら市長 뤷 塚 隆 志

0.85
1000
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議案第 11 号

さくら市教育委員会教育長の任命同意について

下記の者をさくら市教育委員会教育長に任命したいから、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 4 条第 1

項の規定により、議会の同意を求める。

記

住 所 那須烏山市藤田 1042 番地

氏 名 橋本 啓二

生年月日 昭和 31 年 6 月 12 日

令和 5 年 5 月 31 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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議案第 12 号

さくら市教育委員会委員の任命同意について

下記の者をさくら市教育委員会委員に任命したいから、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 4 条第 2 項の

規定により、議会の同意を求める。

記

住 所 さくら市喜連川 4223 番地

氏 名 稲見 純子

生年月日 昭和 42 年 2 月 25 日

令和 5 年 5 月 31 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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議案第 13 号

さくら市農業委員会委員の任命同意について

下記の者をさくら市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等

に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）第 8 条第 1 項の規定により、議

会の同意を求める。

記

住 所 さくら市箱森新田 629 番地 5

氏 名 石塚 良男

生年月日 昭和 33 年 1 月 9 日

令和 5 年 5 月 31 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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議案第 14 号

さくら市農業委員会委員の任命同意について

下記の者をさくら市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等

に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）第 8 条第 1 項の規定により、議

会の同意を求める。

記

住 所 さくら市鷲宿 86 番地

氏 名 大谷 伸二

生年月日 昭和 31 年 6 月 30 日

令和 5 年 5 月 31 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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議案第 15 号

さくら市農業委員会委員の任命同意について

下記の者をさくら市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等

に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）第 8 条第 1 項の規定により、議

会の同意を求める。

記

住 所 さくら市上河戸 988 番地

氏 名 小川 圭一

生年月日 昭和 31 年 8 月 25 日

令和 5 年 5 月 31 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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議案第 16 号

さくら市農業委員会委員の任命同意について

下記の者をさくら市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等

に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）第 8 条第 1 項の規定により、議

会の同意を求める。

記

住 所 さくら市金枝 882 番地

氏 名 片岡 純雄

生年月日 昭和 45 年 8 月 10 日

令和 5 年 5 月 31 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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議案第 17 号

さくら市農業委員会委員の任命同意について

下記の者をさくら市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等

に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）第 8 条第 1 項の規定により、議

会の同意を求める。

記

住 所 さくら市狹間田 2247 番地

氏 名 神山 智子

生年月日 昭和 38 年 2 月 16 日

令和 5 年 5 月 31 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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議案第 18 号

さくら市農業委員会委員の任命同意について

下記の者をさくら市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等

に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）第 8 条第 1 項の規定により、議

会の同意を求める。

記

住 所 さくら市鷲宿 1343 番地

氏 名 軽部 喜一

生年月日 昭和 34 年 2 月 20 日

令和 5 年 5 月 31 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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議案第 19 号

さくら市農業委員会委員の任命同意について

下記の者をさくら市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等

に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）第 8 条第 1 項の規定により、議

会の同意を求める。

記

住 所 さくら市下河戸 273 番地

氏 名 輕部 俊典

生年月日 昭和 46 年 3 月 23 日

令和 5 年 5 月 31 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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議案第 20 号

さくら市農業委員会委員の任命同意について

下記の者をさくら市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等

に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）第 8 条第 1 項の規定により、議

会の同意を求める。

記

住 所 さくら市氏家新田 44 番地 5

氏 名 小菅 和彦

生年月日 昭和 37 年 8 月 19 日

令和 5 年 5 月 31 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

-53-



議案第 21 号

さくら市農業委員会委員の任命同意について

下記の者をさくら市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等

に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）第 8 条第 1 項の規定により、議

会の同意を求める。

記

住 所 さくら市長久保 60 番地

氏 名 小林 薫

生年月日 昭和 33 年 4 月 15 日

令和 5 年 5 月 31 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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議案第 22 号

さくら市農業委員会委員の任命同意について

下記の者をさくら市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等

に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）第 8 条第 1 項の規定により、議

会の同意を求める。

記

住 所 さくら市狹間田 1122 番地 1

氏 名 小林 義和

生年月日 昭和 35 年 1 月 19 日

令和 5 年 5 月 31 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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議案第 23 号

さくら市農業委員会委員の任命同意について

下記の者をさくら市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等

に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）第 8 条第 1 項の規定により、議

会の同意を求める。

記

住 所 さくら市柿木澤 481 番地

氏 名 小堀 義明

生年月日 昭和 29 年 10 月 7 日

令和 5 年 5 月 31 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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議案第 24 号

さくら市農業委員会委員の任命同意について

下記の者をさくら市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等

に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）第 8 条第 1 項の規定により、議

会の同意を求める。

記

住 所 さくら市狹間田 31 番地

氏 名 関 誠

生年月日 昭和 29 年 8 月 18 日

令和 5 年 5 月 31 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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議案第 25 号

さくら市農業委員会委員の任命同意について

下記の者をさくら市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等

に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）第 8 条第 1 項の規定により、議

会の同意を求める。

記

住 所 さくら市穂積 611 番地

氏 名 髙木 るみ子

生年月日 昭和 42 年 10 月 23 日

令和 5 年 5 月 31 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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議案第 26 号

さくら市農業委員会委員の任命同意について

下記の者をさくら市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等

に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）第 8 条第 1 項の規定により、議

会の同意を求める。

記

住 所 さくら市喜連川 1674 番地

氏 名 田﨑 次男

生年月日 昭和 31 年 5 月 1 日

令和 5 年 5 月 31 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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議案第 27 号

さくら市農業委員会委員の任命同意について

下記の者をさくら市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等

に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）第 8 条第 1 項の規定により、議

会の同意を求める。

記

住 所 さくら市氏家 551 番地

氏 名 手塚 栄一

生年月日 昭和 28 年 1 月 22 日

令和 5 年 5 月 31 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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議案第 28 号

さくら市農業委員会委員の任命同意について

下記の者をさくら市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等

に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）第 8 条第 1 項の規定により、議

会の同意を求める。

記

住 所 さくら市氏家 943 番地 1

氏 名 手塚 智枝子

生年月日 昭和 27 年 11 月 22 日

令和 5 年 5 月 31 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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議案第 29 号

さくら市農業委員会委員の任命同意について

下記の者をさくら市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等

に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）第 8 条第 1 項の規定により、議

会の同意を求める。

記

住 所 さくら市氏家 3368 番地 2

氏 名 手塚 裕一

生年月日 昭和 47 年 5 月 21 日

令和 5 年 5 月 31 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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議案第 30 号

さくら市農業委員会委員の任命同意について

下記の者をさくら市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等

に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）第 8 条第 1 項の規定により、議

会の同意を求める。

記

住 所 さくら市早乙女 345 番地

氏 名 七久保 勉

生年月日 昭和 27 年 9 月 14 日

令和 5 年 5 月 31 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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議案第 31 号

さくら市農業委員会委員の任命同意について

下記の者をさくら市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等

に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）第 8 条第 1 項の規定により、議

会の同意を求める。

記

住 所 さくら市松山新田 531 番地 1

氏 名 古澤 一郎

生年月日 昭和 26 年 6 月 13 日

令和 5 年 5 月 31 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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報告第 1 号

令和 4 年度さくら市一般会計繰越明許費繰越計算書の報

告について

令和 4 年度さくら市一般会計繰越明許費に係る歳出予算の経費を令和

5 年度に繰り越したので、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）

第 146 条第 2 項の規定により別紙のとおり報告する。

令和 5 年 5 月 31 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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（別紙）

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

3 民生費 2 児童福祉費
子ども子育て支援推進
事業

6,900,000 1,800,000 1,800,000

4 衛生費 1 保健衛生費
出産・子育て応援交付
金事業

65,547,000 18,502,000 15,417,000 3,085,000

5 農林水産業費 1 農業費
農業用ため池防災減災
対策事業

38,500,000 28,500,000 28,500,000

6 商工費 1 商工費
物価高騰対策地元応援
クーポン券発行事業

246,551,000 180,022,000 180,022,000

6 商工費 1 商工費 温泉源泉維持管理事業 104,275,000 4,011,000 4,011,000

7 土木費 1 土木管理費 木造住宅耐震改修事業 4,000,000 1,000,000 750,000 250,000

7 土木費 2 道路橋梁費 道路維持補修事業 248,550,000 59,120,000 23,963,000 21,400,000 13,757,000

7 土木費 2 道路橋梁費 道路改良事業 257,694,000 97,817,000 34,267,000 29,800,000 33,750,000

7 土木費 2 道路橋梁費
市道Ｕ１－１０号道路
改良事業

42,117,000 42,117,000 42,117,000

7 土木費 2 道路橋梁費
草川地区雨水排水対策
事業

54,008,000 34,568,000 34,500,000 68,000

7 土木費 3 都市計画費
氏家駅東地区魅力向上
事業

4,631,000 3,930,000 3,930,000

7 土木費 3 都市計画費
お丸山公園等再生計画
事業

30,003,000 28,594,000 28,594,000

9 教育費 2 小学校費
小学校施設長寿命化改
良事業

95,000,000 95,000,000 30,000,000 60,000,000 5,000,000

9 教育費 2 小学校費 小学校運営事業 8,112,000 8,112,000 4,050,000 4,062,000

9 教育費 3 中学校費 中学校運営事業 2,704,000 2,704,000 1,350,000 1,354,000

9 教育費 5 社会教育費 氏家公民館運営事業 7,500,000 7,500,000 7,500,000

令和4年度さくら市一般会計 繰越明許費繰越計算書

（単位：円）

左　の　財　源　内　訳

未 収 入 特 定 財 源款 項 事　業　名 金　　額
翌　年　度
繰　越　額 既 収 入

特 定 財 源
一般財源
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報告第 2 号

令和 4 年度さくら市水道事業会計予算繰越計算書の報告

について

地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 26 条第 3 項の規定によ

り、さくら市水道事業会計の繰越額の使用に関する計画について、別紙

のとおり報告する。

令和 5 年 5 月 31 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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左の財源内訳

損益勘定
留保資金

円 円 円 円 円 円

1　資本的支出 1　建設改良費
上水道改良事業費
（第１号取水場非常
用発電機更新工事）

47,707,000 47,707,000 47,707,000 0 0

上水道改良事業費
（河戸浄水場残留塩
素計更新工事）

5,324,000 0 5,324,000 5,324,000 0 0 半導体等の電子部品の納期遅延のため

53,031,000 0 53,031,000 53,031,000 0 0

令和４年度さくら市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

合　　　　　計

款 項 事　　業　　名
予　算
計上額

支払義務
発生額

翌年度
繰越額

不用額

翌年度繰越額に係
る繰越を要するた
な卸資産の購入限

度額

説　　明

海外で製造されている電子部品、樹
脂材料等の納期遅延のため
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報告第 3 号

令和 4 年度さくら市下水道事業会計予算繰越計算書の報告

について

地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 26 条第 3 項の規定によ

り、さくら市下水道事業会計の繰越額の使用に関する計画について、別

紙のとおり報告する。

令和 5 年 5 月 31 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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　地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

国庫補助金 企業債
損益勘定

留保資金等

円 円 円 円 円 円 円 円

1 1

資本的支出 建設改良費 16,000,000 0 16,000,000 5,841,000 8,800,000 1,359,000 0 0 

16,000,000 0 16,000,000 5,841,000 8,800,000 1,359,000 0 0 

　地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

国庫補助金 企業債
損益勘定

留保資金等

円 円 円 円 円 円 円 円

1 下水道事業 1 営業費用

　費用 12,089,000 0 12,089,000 0 0 12,089,000 0 0 

12,089,000 0 12,089,000 0 0 12,089,000 0 0 

令和4年度　さくら市下水道事業会計予算繰越計算書

左の財源
内訳

合　　　　　計

左の財源内訳

合　　　　　計

款 項 事業名 予算計上額
支払義務
発生額

翌年度
繰越額

不用額

翌年度繰
越額に係
る繰越を
要するた
な卸資産
の購入限
度額

説明

喜連川処理区築
造工事　第2工区

掘削箇所に既設の埋
設管が敷設されてお
り、掘削するために
埋設管の仮設作業に
不測の日数を要する
ため

款 項 事業名 予算計上額
支払義務
発生額

翌年度
繰越額

不用額

翌年度繰
越額に係
る繰越を
要するた
な卸資産
の購入限
度額

説明

氏家水処理セン
ター　1系－1号
エアレーター整
備

　世界的なコロナウ
イルス症候群等の影
響に伴い、交換部品
の調達に不測の日数
を要するため。
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諮問第 1 号

人権擁護委員候補者の推薦について

下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委

員法（昭和 24 年法律第 139 号）第 6 条第 3 項の規定により、議会の意見

を求める。

記

住 所 さくら市喜連川 3532 番地 1

氏 名 大山 純子

生年月日 昭和 32 年 5 月 19 日

令和 5 年 5 月 31 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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